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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２６年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年９月２０日 １１時０５分ごろ 

発生場所 山口県下関市網代ノ埼
あ じ ろ の さ き

南方沖（来留見ノ瀬
く る み の せ

） 

  下関市所在の来留見瀬
く る み せ

灯標から真方位２７０°６０ｍ付近 

（概位 北緯３４°０２.４′ 東経１３０°５３.５′） 

事故調査の経過 平成２５年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー  おおすみ丸、１９.６９トン 

 ２９１－３６５１５山口、大隅石油株式会社 

 １５.９７ｍ（Lr）×３.５７ｍ×１.５４ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１２１.３６kＷ、昭和５６年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

  一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５８年９月６日 

    免許証交付日 平成２３年１月３１日 

                （平成２８年１０月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に凹損、プロペラ翼に曲損及び欠損 

 事故の経過   本船は、船長ほか１人が乗り組み、空倉で船首約０.３ｍ、船尾約

１.４ｍの喫水により、甲板員を船首甲板上に見張りとして立たせ、

船長が、船橋当直に就き、下関市西岸沖を南東進していた際、同海域

の航行経験がなかったので、目測で左舷方約１海里（Ｍ）に陸岸が見

えるように航行していた。 

  船長は、東寄りの風により、本船が沖側に圧流されるので、陸岸か

ら離れないよう、陸岸寄りへと進路をとっていたところ、船首方に来

留見瀬灯標を認めたが、何を意味するものかが分からず、同灯標を左

舷方に約６０ｍ隔てて南東進中、平成２５年９月２０日１１時０５分

ごろ来留見ノ瀬に乗り揚げた。 

  船長は、水面下の状況が分からなかったので、自力離礁を断念して

サルベージに離礁作業を依頼し、約９時間後に本船が引き降ろされ



- 2 - 

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力  ４、視界  良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期、潮高  約１５５cm 

 その他の事項 

 

船長は、ふだん、山口県長門市の海域で給油作業に従事しており、

本事故発生海域を航行するのは初めてであった。 

本船には、本事故発生海域の海図が備えられていなかった。 

本船は、マグネットコンパスは搭載されていたが、レーダーやＧＰ

Ｓプロッターなどの航海計器はなかった。 

海図Ｗ１３５及びＷ１２６６によれば、本事故発生場所は下関市西

方沖約１Ｍに存在する来留見ノ瀬と称される東西の最大幅約０.１Ｍ

の干出浜（岩）であり、同瀬には、黒地に赤横帯１本がある塔形の黒

色球形頭標２個（縦掲）付の孤立障害標識が設置されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、下関市西岸沖において、東寄りの風を左舷方から受けて南

東進中、船長が、目測で陸岸から約１Ｍの距離を隔てて航行していた

際、船首方に見えた来留見瀬灯標の意味が分からず、同灯標を左舷方

に約６０ｍ隔てて航行したことから、来留見ノ瀬に乗り揚げたものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、下関市西岸沖において、東寄りの風を左舷方か

ら受けて南東進中、船長が、目測で陸岸から約１Ｍの距離を隔てて航

行していた際、船首方に見えた来留見瀬灯標の意味が分からず、同灯

標を左舷方に約６０ｍ隔てて航行したため、来留見ノ瀬に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・海図等を使用して事前に水路調査を行い、安全な航行計画を立て

ること。 

・灯標等の示す意味を確実に把握しておくこと。 

 


